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第四回荒尾市民病院あり方検討会議事録要旨 
 

◇日 時；平成２２年２月５日（金）１４時から１５時３０分まで 
◇場 所；荒尾市役所 ３階３１号会議室 
◇出席者；【あり方検討会委員】・・・８名 

小野友道氏（熊本保健科学大学学長）、高橋洋氏（荒尾市医師会会長）、藤崎龍美氏（荒尾市

社会福祉協議会会長）、鴻江圭子氏（荒尾市行政改革推進審議会）、下條寛二氏（株式会社 近
代経営研究所専務取締役）、池田洋一郎氏（有明保健所所長）、生野繁子氏（九州看護福祉大

学看護学科長）、立石和裕氏（立石公認会計士事務所代表） 
事務局；【荒尾市】・・・７名 

吉永副市長、馬場企画管理部長、山﨑企画管理部次長兼財政課長、宮里総務課長、

丸山政策企画課長、浅田課長補佐、田川主査 
【荒尾市民病院】・・・５名 

    大嶋病院事業管理者、荒牧副院長兼事務部長、島崎看護部長、近藤事務部次長兼総

務課長、森田医事課長 
以上、出席者計 ２０名 

 
 
１． 開会 

丸山政策企画課長が開会を宣言 

 
２．会長挨拶 

前回の検討会では、委員の皆さんから出された約９０の提案に基づき、それぞれの

項目に沿って、市民病院と事務局から対応策等の説明を受け、荒尾市民病院の今後の

方向性や改善すべき点について、活発に意見交換を行った。 

   本日は、これまでの議論を踏まえて、事務局から提言書全体の案を提示し、慎重に審議

してまとめていきたい。 

 
３．検討事項 

（１）第３回会議録について 

    荒尾市政策企画課田川主査より、資料１の第三回荒尾市民病院あり方検討会議事録

要旨（案）の内容確認及び荒尾市ホームページでの同議事録要旨の公表について説明を

行い、全会一致で了承を得た。 

 
（２）荒尾市民病院のあり方に関する提言書（案）について 

荒尾市政策企画課田川主査より、資料２に基づき、荒尾市民病院のあり方に関す

る提言書（案）について説明を行い、意見交換した。 

 

（主な意見） 
○ ６ページの“看護師やコメディカルの確保”の中の記述を「メディカルスタッ       

フのやりがいをバックアップし、人材確保につながる体制を構築する」に変更したほ

うが良い。 
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○ ６ページの“管理会計の実施”の中に記述してある「財務的な視点のほか、顧客、業

務プロセスやイノベーションと学習の視点など・・・」の「顧客」の意味が分かりづ

らいため、表現を分かりやすくしたほうが良い。 
○ 荒尾市のホームページで提言書を公表すると思うが、現在のホームページはアクセス

数がカウントできる環境にあるのか、そのカウント数によって、外部の人がそれくら

い興味を持たれているのかを読み取れると思うが。 
→現在は、アクセス数をカウントできない。情報課に相談し、対応を検討する。 
○ ６ページの“広報活動”の取組が重要である。ホームページの活用も大切であるが、

市広報によるＰＲが重要。今でも広報内容は充実していると思うが、例えば、退院さ

れた患者さんから病院に対する印象を一言もらうなど、もっと市民が病院を身近に感

じられるような内容を考えてほしい。 
○ ８ページの“再編・ネットワーク化”について、「平成２３年度までに再編・統合の

方針を決定すべきである」との記述があるが、病院が策定した中期経営計画において

も同様の表現があり、確かに並行して検討しなければならないと考えるが、大変難し

い問題であり、経営改善などの短期的な視点と再編・ネットワークなどの中長期的な

視点に分けて捉える必要があるのではないか。 
○ 専門的な用語が多いため、もう少し分かりやすい表現にした方が良いと思う。 
○ 基本的な方向性は、この提言書の内容で良いと思うが、今後、病院がこの提言内容を

踏まえて、どのようにして、アクションプランに落とし込んでいくのか、その作業に

入る時が最も大変であり、また、課題であると考える。この提言書の完成が終わりで

はなく、これが改革の始まりである。 
○ “再編・ネットワーク”については、行政としての捉え方と病院としての捉え方が少

し違うと考えられるため、そのことが非常に悩ましい問題であると思う。 
○ “建物・設備の老朽化”については、現在あまりにも老朽化しすぎていると思われる

ため、まずは、病院全体のあり方の中で、病院機能の部分をどのような形で残すのか、

それに基づいて、どの程度の病床が必要なのか、どのような場所に建設するのかなど、

これから先、それぞれの課題に応じた分析作業に入る必要があるのではないか。 
○ 不採算部門を担う政策医療として、行政側がどの程度の赤字を覚悟できるのか、行政

側の負担能力を考慮したうえで、病院規模や機能を検討していく必要があると考える。 
○ 公立病院改革ガイドラインの中で、「経営の効率化」「再編・ネットワーク化」「経営

形態の見直し」の三つのテーマが与えられており、それに基づいて、「荒尾市民病院

中期経営計画」を策定してあり、提言書の内容もその計画に沿ってより詳しくまとめ

てある。 
○ 同中期経営計画に掲げてある“経営の効率化”に関する内容には、詳細な実施項目の

内容が可視的に数値化されているが、各委員が来年度の同中期経営計画の進捗状況を

点検・評価をする上では、その数値化された目標を実現するための努力を可視化しな

ければ、どのような指標で判断するのか、評価そのものが困難であるため、具体的な

取組状況が分かる形で、是非、可視化された資料の提出をお願いしたい。 
○ “再編・ネットワーク”については、病院に限った問題ではなく、県、市、地域を含

めた問題として捉え、それぞれの立場や段階ごとに検討を進めていく必要がある。 
○ “経営形態の見直し”については、現在の病院の経営形態は、地方公営企業法の全部

適用であるが、公立病院改革ガイドラインの中では、２年間経過した後に、計画と成

果との間に著しく違いが生じた場合には、新たな経営形態の見直しを行う必要がある
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と示してあるため、２年以内には現在の経営形態の可否を改めて評価する必要がある。 
したがって、三つのテーマの点検・評価を実施するに当たって、この提言書を踏まえ、

各委員が判断できるよう、それぞれの改革取組を可視化することを強くお願いしたい。 
→あり方検討会で提言されている部分については、当院としても既に取組を始めてい

る項目がある一方で、取組まなければならない項目もあるため、提言書を踏まえて、

それぞれの項目を検討し、できるところから実行していく。 
 →“再編・ネットワーク化”の方針を平成２３年度までに検討するに当たり、国、県

の考え方、また、自治体間、病院間の連携など、非常に難しい問題があると考えて

いる。しかしながら、今後、それぞれの病院が特徴を持って、地域医療を進めてい

くならば、自然に「再編・ネットワーク化」ができるのではないかと考えている。 
○ あり方検討会としては、提言書に基づき、病院が各種取組を進めることを期待したい。 
特に６ページの“広報活動”については、４月から具体的に実行に移してほしい。

例えば、院長自ら地域住民に対し、公開講座を実施するなど、多様な仕掛けを行い、

地域住民が集まる拠点として、また、特徴ある病院として、病院スタッフが地域住

民に見えるような、親しまれる病院のイメージづくりに力を注いでほしい。 
   →「広報あらお」や新聞等で当院の取組について、病院内外にお知らせをしているとこ

ろであるが、今後も新聞社やテレビ局等のマスコミの取材に積極的に応じたいと考え

ている。 
○ ６ページの“医師の確保”については、非常に重要である。他市の例であるが、全国

で初めて、通常は大学内で設置されている寄附講座を筑波大学附属病院と水戸協同病

院が連携し、同病院内に「地域医療教育センター」として設置した。そこでは、研修

医を受入れ、救急やプライマリーケアなど、総合的な教育指導を行い、医師不足解消

を目的とした取組が行われている。 
  荒尾市民病院においても、大学と連携した寄附講座を病院内に設置できるならば、大 

学等から派遣された医師が地域医療等の研究など、各テーマに取組む傍ら、病院内の 
患者を診療してもらうことも可能となるため、医師確保対策として、水戸協同病院と 
同様の取組を検討してはどうか。 

○ ８ページの“再編・ネットワーク化”を検討するに当たり、それぞれの病院の特徴を

活かすことができるように、大牟田市も含めた各中核病院の院長が同じテーブルで協

議できる場である連絡会議を早急に設置する必要がある。 
○ 荒尾市民病院は総合病院を目指しているのか。 

   →大きい枠組で言えば、急性期と救急医療を目指している。当院には、県内でも数少な

い救急指導医のうち、１名が在勤している。基幹型臨床研修病院の指定を受けたため、

救急医療を目指している若い医師も集めることができるのではないかと考えている。

また、当院は地域がん診療連携拠点病院であることから、がん治療を中心とした取組

を進めていき、さらには脳外科医の増員が予定されているため、急性期の脳卒中に対

しても力を入れていきたい。 
○ 荒尾市民病院が急性期医療に特化するのであれば、荒尾地域内で急性期を過ぎた患者

を受け入れることができる態勢を含めて、検討する必要がある。 

 
小野会長：それでは、意見も出尽くしため、提言の内容については、本日いただいた意見を追

加したうえで、大筋ではご承認いただいたということでよろしいか。また、細かい

語句や体裁については、会長と事務局に一任いただけることでよろしいか。 
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（異議なし） 

 
副市長：この度は、大変お忙しい中、昨年８月から本日に至るまで、長期にわたり荒尾

市民病院のあり方について、熱心にご審議いただき有難うございました。 
    本市といたしましても、「元気で明るく、住みよい荒尾市」を目指しており、

その中でも、病院問題は地域住民の安全、安心に関係し、地域医療を確保する

問題でもあり、荒尾市民病院の充実は欠かせないことであると認識している。

しかし、一方では、荒尾市の財政問題に関わる問題でもあり、今回の提言を重

く受け止め、今後の荒尾市民病院の経営健全化に向けた取組に活かしていきた

いと考えている。 

   
  大嶋院長：委員の皆様におかれましては、荒尾市民病院のあり方について、様々な角度か 
       ら、ご意見をいただき、誠に有難うございました。 
       医療と経営はどちらも大切要素であり、医療の質を落とすことなく、経営を考

えていかなければならない。また、今後も地域医療を守るという観点から、病

院の発展を念頭に取組を進めていかなければならないと考えている。 
       このあり方検討会の提言については、真摯に受け止め、今後十分に検討させて

いただきたいと考えている。 
       各委員においては、引き続き、ご指導を賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

（３）その他 

    丸山政策企画課長より、今後の予定として、２月１９日（金）の午後にあり方検

討会を代表して、小野会長及び高橋副会長から市長へ提言書を提出する旨を説明し、

また、各委員については、来年度においても、引き続き、今回の提言書を受けた後

の病院の取組や病院策定の中期経営計画の実施状況等について、点検・評価をして

いただく役割を説明した。 

 
 
４．閉会 

  小野会長が午後３時３０分に荒尾市民病院あり方検討会の閉会を宣した。   

 
以上        


